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大分県（以下「県」という。）は、県営明野住宅建替事業（以下「本事業」という。）について、

民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）に基づく事業（以

下「PFI 事業」という。）として実施することを予定している。 

本事業に関し、PFI 法に基づく特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者の選定を行

うに当たって、PFI 法第５条第１項の規定により実施方針を定めたので、同条第３項の規定に基づ

き公表する。 

 
１ 特定事業の選定に関する事項 

 
（１）事業内容に関する事項 

ア 事業名称 

県営明野住宅建替事業 

イ 事業に供される公共施設の種類 

県営住宅（付帯施設等を含む） 

ウ 公共施設等の管理者等の名称 

大分県知事 広瀬 勝貞 

エ 事業目的・概要 

明野住宅は、昭和 41年から昭和 45年にかけて整備され、建設から 50 年以上が経過して

多くの住棟が更新時期を迎えている。 

そこで、県は、入居者の住環境の向上を目途とした住宅整備及び当該住宅整備に係る財

政負担の軽減の実現を図るため、複数の区画に分散している明野住宅を集約化し、新たな

住棟に建て替える事業を実施する。 

なお、事業実施に当たっては、「大分県公営住宅マスタープラン 2020（令和２年５月）」

（以下「マスタープラン」という。）に掲げる基本目標を踏まえ、『住宅確保要配慮者が安

心して入居・生活できる環境の整備』『長期的に安定した良質な住まいの提供』『地域と

つながり共に支え合う暮らし』『適切な管理運営』の実現を図ることとし、民間活力の導

入により民間の知識・ノウハウを活かして時代の要請に応えた住宅を効率的に整備するも

のとする。 

また、集約化により創出される土地（以下「活用予定地」という。）については、民間活

力の活用により地域の発展に資する利活用を行うものとする。 

オ 事業方式 

本事業は、PFI法に基づき実施するものとし、PFI法第８条第１項の規定により特定事業を

実施するものとして選定された事業者（以下「選定事業者」という。）が、明野住宅を解体・

撤去し、新たに建替住宅を設計・建設後、県に所有権を移転するいわゆるＢＴ（Build Transfer）
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方式により実施する。 

また、本事業に付随する事業として、選定事業者は「活用予定地事業」を行う。 

カ 業務範囲 

選定事業者が行う本事業の業務範囲は次のとおりである。なお、業務範囲の詳細につい

ては、要求水準書で明らかにする。 

 

（ア）建替住宅整備業務 

a 設計業務 

(a)調査業務（測量調査、地質調査、周辺家屋調査、電波障害予測調査、アスベスト事

前調査等） 

(b)既存住宅の解体撤去設計業務 

(c)建替住宅の基本・実施設計業務 

(d)その他関連業務（許認可及び建築確認等の手続き等） 

b 建設業務 

(a)既存住宅の解体撤去工事業務 

(b)建替住宅の建設工事業務 

(c)建替住宅引渡業務 

(d)その他関連業務 

c 工事監理業務 

(a)既存住宅の解体撤去工事監理業務 

(b)建替住宅の建設工事監理業務 

d 交付金申請関連業務 

(a)社会資本整備総合交付金交付申請関係書類の作成支援業務 

(b)会計実地検査の支援業務 

 

（イ）入居者移転支援業務 

a 仮移転支援業務 

(a)仮移転説明会の実施業務 

(b)仮移転先仲介業務 

(c)仮移転確認業務 

(d)仮移転料支払い業務 

b 本移転支援業務 

(a)本移転手続き支援業務 

(b)希望住戸の把握業務 

(c)住戸抽選会等実施業務 

(d)入居説明会の実施業務 

(e)内覧会の実施業務 

(f)本移転の調整等業務 
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(g)本移転作業支援業務 

(h)本移転確認業務 

(i)本移転料支払い業務 

(j)仮移転先住宅の退去時営繕業務 

c 交付金申請関連業務 

(a)社会資本整備総合交付金交付申請関係書類の作成支援業務 

(b)会計実地検査の支援業務 

 

（ウ）活用予定地事業 

選定事業者は自らの提案に基づき、活用予定地について県から土地を貸付又は譲渡を

受け、自己の責任及び費用において民間収益施設の整備、運営等を行うものとする。 

キ 選定事業者の収入及び負担 

（ア）選定事業者の収入 

本事業における選定事業者の収入は、建替住宅整備業務に係る対価（以下「建替住宅

整備費」という。）、入居者移転支援業務に係る対価（以下「移転支援費」という。）から

構成される。 

県は、事業期間中及び事業期間終了後に、選定事業者に対し、特定事業を実施するた

めに県及び選定事業者が締結する事業契約に定める額を支払う。 

a 建替住宅整備費 

県は、事業期間内において、建替住宅整備業務のうち完了している業務に係る費用及

び各年度末の出来高の 10分の９以内に相応する額で、事業契約に定める額を選定事業者

に毎年度支払う。 

b 移転支援費 

県は、移転者に対する移転料の支払い及び入居者移転支援業務（以下「移転支援業務」

という。）の実績に応じて、県が査定した額を選定事業者に支払う。（実際の支払い回数・

時期については、事業者提案スケジュールを踏まえて、県が決定する。） 

c 活用予定地事業に関する収入 

活用予定地事業に関する収入は、直接、選定事業者の収入とする。 

 

（イ）選定事業者の負担 

選定事業者は、建替住宅整備費及び移転支援費について、県からの支払いがあるまで

の間、負担する。 

また、活用予定地事業に関する費用は、全て選定事業者が負担する。 

ク 事業期間 

（ア）建替住宅整備、移転支援業務の期間 

建替住宅整備、移転支援業務（以下「本体業務」という。）の事業期間は、事業契約締結日

の翌日（令和５年９月）から令和12 年３月までとする。 



4 

 

（イ）活用予定地事業に関する期間 

活用予定地事業に関する事業期間は、下記のとおりとする。 

a 県有地を借り受ける場合 

借地借家法に定める一般定期借地権又は事業用定期借地権とし、選定事業者の提案す

る期間とする。 

b 県有地の譲渡を受ける場合 

事業期間は、県有地の譲渡から 10年以上とし、この期間内は事業内容の変更及び選定

事業者以外の第三者への譲渡を禁止する（やむを得ない事情により県が承諾した場合を

除く）。 

ケ 事業スケジュール（予定） 

本事業のスケジュールは以下を想定しているが、具体的なスケジュールは選定事業者の

提案に基づき別途協議するものとし、早期に事業を進める提案は可能とする。 

基本協定の締結 令和５年７月 

仮契約の締結 令和５年８月 

事業契約に係る議会議決（本契約締結） 令和５年９月 

設計期間 令和５年９月～ 

建設期間 令和６年 10 月～ 

入居期間 令和７年 10 月～ 

既存住宅解体期間 令和６年４月～ 

本体業務に係る事業期間終了 令和 12 年３月 

コ 事業の実施に必要と想定される根拠法令等 

本事業を実施するに当たって、選定事業者は関連する各種法令（施行令及び施行規則等

を含む）、条例、規則、要綱等を遵守すること。また、各種基準・指針等についても本事業

の要求水準に照らし、準備すること。 

（ア）適用法令 

・ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 

号） 

・ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

・ 公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号） 

・ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

・ 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

・ 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号） 

・ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 

・ 消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

・ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号） 

・ 道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 
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・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号） 

・ ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号） 

・ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） 

・ 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

・ 水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

・ 下水道法（昭和 33 年法律第 79 号） 

・ 電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

・ 水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 

・ 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

・ 大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号） 

・ 騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） 

・ 振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

・ 宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号） 

・ 屋外広告物法（昭和 24 年法律第 189 号） 

・ 景観法（平成 16 年法律第 110 号） 

・ 文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号） 

・ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号） 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号） 

・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号） 

・ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号） 

・ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成 19 年法律第 66 号） 

・ 特定都市河川浸水被害対策法（平成 15 年法律第 77 号） 

・ 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号） 

・ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号） 

・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号） 

・ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

 

その他、本事業に必要な関連法令等 

 

（イ） 適用条例等 

・ 大分県建築基準法施行条例（昭和 46年 条例第 27 号） 

・ 大分県公営住宅整備指針（令和 3年 3月） 

・ 大分県公営住宅の省エネルギー工事の推進及び内部改修時における断熱化等の方針（令

和 3年 4月） 

・ 大分県公営住宅の木造化・木質化に関する指針（令和 3年 4 月） 

・ 大分県福祉のまちづくり条例（平成 7年 条例第７号） 

・ 大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例（平成 9年 条例第 27 号） 

・ 大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則（平成 9年 規則第 66号） 
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・ 大分市都市計画法施行細則（平成 8年 規則第 13 号） 

・ 大分市開発行為の許可の基準に関する条例（令和 3年 条例第 65 号） 

・ 大分市住環境向上のための建築に関する指導要綱（平成 15 年 市告示第 111 号） 

・ 建築物における駐車施設の附置等に関する条例（平成 12年 条例第 22号） 

・ 建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則（昭和 43年 規則第 22 号） 

・ 大分市自転車駐車場条例（平成 24 年 条例第 34号） 

・ 大分市自転車駐車場条例施行規則（平成 24 年 規則第 47号） 

・ 大分市建築基準法施行規則(昭和 62 年規則第 17号) 

・ 大分市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則（令和 4年 規則第 11号） 

・ 大分市宅地造成等規制法施行細則（平成 9年 規則第 30 号） 

・ 大分市景観条例（平成 19年 条例第 2号） 

・ 大分市景観条例施行規則（平成 19 年 規則第 33号） 

・ 大分市火災予防条例（昭和 38 年条例第 70号） 

 

その他、本事業に必要な関係条例等 

 

（ウ）参考仕様書及び参考基準 

・ 公共住宅建築工事共通仕様書（公共住宅事業者等連絡協議会編集） 

・ 公共住宅標準詳細設計図集（公共住宅事業者等連絡協議会編集） 

・ 公共建築工事標準仕様書【建築工事編】（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・ 公共建築工事標準仕様書【電気設備工事編】（ 〃 ） 

・ 公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】（ 〃 ） 

・ 土木工事共通仕様書（ 大分県土木建築部・農林水産部 ） 

・ 国土交通省土木工事積算基準（国土交通省大臣官房技術調査課） 

・ 建築工事監理指針（ 〃 ） 

・ 電気設備工事監理指針（ 〃 ） 

・ 機械設備工事監理指針（ 〃 ） 

・ 建築工事標準詳細図（ 〃 ） 

・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（ 〃 ） 

・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（ 〃 ） 

・ 建築物解体工事共通仕様書・同解説（ 〃 ） 

・ 建築設計基準及び同解説（ 〃 ） 

・ 建築構造設計基準及び同解説（ 〃 ） 

・ 官庁施設の総合耐震・津波計画基準及び同解説（ 〃 ） 

・ 官庁施設の基本的性能基準及び同解説（ 〃 ） 

・ 官庁施設の基本的性能に関する技術基準及び同解説（ 〃 ） 

・ 構内舗装・排水設計基準（ 〃 ） 

・ 建築設備計画基準・同要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修） 

・ 建築設備設計基準（ 〃 ） 



7 

・ 都市計画法 開発許可制度の手引き（大分県土木建築部都市計画課） 

・ 公共住宅建築工事積算基準（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修） 

・ 公共住宅電気設備工事積算基準（ 〃 ） 

・ 公共住宅機械設備工事積算基準（ 〃 ） 

・ 公共住宅屋外整備工事積算基準（ 〃 ） 

・ 高齢者が居住する住宅の設計マニュアル（ 〃 ） 

・ 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針（国土交通省告示第 1301 号） 

・ 長寿社会対応住宅設計マニュアル 集合住宅編（建設省住宅局住宅整備課監修） 

・ 共同住宅の防犯設計ガイドブック 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針解説（財団法

人ベターリビング、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター企画編集） 

 

その他、本事業に必要な関連要綱･基準等 

 

（２）特定事業の選定及び公表に関する事項 

ア 選定基準 

県は、本事業を県が自ら実施する従来型の事業として実施した場合と PFI 事業として実

施した場合を比べ、本事業を PFI 事業として実施することにより、事業期間を通じた県の

財政負担の縮減が期待できる場合、又は県の財政負担額が同一の水準にある場合において

公共サービスの水準の向上が期待できる場合に、PFI 法第７条に基づき本事業を特定事業

に選定する。 

イ 選定結果の公表 

本事業を特定事業として選定した場合には、その結果を評価の内容と併せて速やかに公

表する。また、特定事業に選定しないこととした場合も、同様に公表する。 

結果は県のホームページ等により公表する。 
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２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 
 

（１）事業者選定に関する基本的事項 

ア 基本的な考え方 

本事業は、建替住宅整備業務、移転支援業務及び活用予定地事業の各業務を通じて、民

間事業者の効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、そ

の幅広い能力・ノウハウを総合的に評価して選定する。 

イ 選定の方法 

本事業における事業者の募集及び選定に当たっては、手続きの透明性、競争性及び対等

性の確保に配慮した上で、本事業に係る対価及び提案内容等を総合的に評価する総合評価

一般競争入札（地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16号)第 167 条の 10 の２）により行う

ものとする。 

また、本事業は WTO 政府調達協定の対象であり、入札手続きは「大分県一般競争入札実

施要領（WTO）」（令和４年１月 24日 公入管第 679 号）及び PFI 法に基づいて実施する。 

ウ 審査の方法 

県では、入札価格のほか、マスタープランをはじめとした計画条件に対する提案内容

の適合の有無、環境への配慮、県営住宅の維持管理に関する提案等について総合的に審

査を行うとともに、その方法は資格審査と提案審査の二段階で実施する。 

なお、審査内容及び各審査書類の提出方法等については、入札公告時に明らかにする。 

（ア）資格審査 

入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）に対し、参加表明書及び資格審査に

必要な書類の提出を求める。 

（イ）提案審査 

資格審査通過者に対し、提案内容を記載した提案書類の提出を求める。 

a 入札価格 

b 入札説明書と併せて公表する落札者決定基準に基づく総合的な提案内容 

エ 選定委員会の設置と評価 

県は、学識経験者及び県職員から構成される「県営明野住宅建替事業に伴う事業者選定

委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。なお、学識経験者は住宅地マネジメン

ト・団地再生、子育て支援・高齢者福祉、経済を専門とする。 

なお、選定委員会の委員については、事業者選定後に明らかにする予定である。 

オ 入札の中止等 

競売入札妨害又は談合行為の疑いがあるとき、不正又は不誠実な行為等により入札を公

正に執行できないと認められるとき、又は入札参加者が無いときは、再入札公告又は入札

の取り止め等の対処を図る場合がある。 



9 

カ 選定事業者を選定しない場合 

事業者の募集及び選定の過程において、県の財政負担額の縮減が見込めない等の理由によ

り本事業をPFI事業として実施することが適当でないと判断された場合には、特定事業の選

定を取り消すこととし、その旨を速やかに公表する。 

 

（２）事業者の募集及び選定の手順に関する事項 

ア 事業者の募集及び選定のスケジュール 

事業者の募集及び選定に当たっては、次の手順及びスケジュールで行うことを予定して

いる。 

実施方針に関する質問・意見の受付 
令和４年９月 16 日（金） 

～９月 29日（木） 

要求水準書（案）の公表 令和４年９月 30 日（金） 

要求水準書（案）に関する質問・意見の受付 
令和４年９月 30 日（金） 

～10 月 13 日（木） 

実施方針に関する質問・意見への回答公表 令和４年 10 月中旬 

要求水準書（案）に関する質問・意見への回答公表 令和４年 10 月下旬 

特定事業の選定・公表 令和４年 11 月頃 

入札公告（入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協

定書(案)、事業契約書（案）の公表） 
令和５年１月頃 

入札説明書等に関する質問の受付 令和５年１月頃 

入札説明書等に関する質問の回答 令和５年２月頃 

参加表明書、資格審査申請書類受付 令和５年２月頃 

資格審査結果の通知 令和５年２月頃 

入札及び提案書類の受付 令和５年５月頃 

開札、落札者の決定及び公表 令和５年６月頃 

基本協定の締結 令和５年７月頃 

仮契約の締結 令和５年８月頃 

事業契約に係る議会の議決（本契約の締結） 令和５年９月頃 

イ 実施方針及び要求水準書（案）に関する質問・意見の受付及び回答公表 

実施方針及び要求水準書（案）（以下「実施方針等」という。）に関する質問・意見の受

付は、次の手順により行う。 

（ア）質問・意見の方法 

質問・意見は、「実施方針に関する質問・意見書」（様式１）に必要事項を簡潔に記入の

上、当該電子ファイルを電子メールにて送信することとし、窓口、電話及びＦＡＸでの受

付は行わない。電子メールの件名には「実施方針に関する質問・意見」と記載すること。 

なお、電子メール送信後、（ウ）送付先に電話にて、メールの着信を確認すること（土曜・

日曜・祝日を除き、平日午前９時から午後５時まで）。下記に示す受付期間に未着の場合は
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質問がなかったものとみなす。 

（イ）受付期間 

実施方針：令和４年 9月 16 日（金）～令和４年 9月 29 日（木）午後５時まで 

要求水準書（案）：令和４年９月 30 日（金）～令和４年 10月 13日（木）午後５時まで 

（ウ）送付先 

大分県土木建築部公営住宅室 住宅整備班 

TEL:097-506-4675 

FAX:097-506-1779 

E-mail:a18510＠pref.oita.lg.jp 

ホームページ：https://www.pref.oita.jp/soshiki/18510/ 

（エ）実施方針等に関する質問・意見への回答公表 

質問・意見及び質問・意見に対する回答は、県のホームページにて公表する。ただし、

質問者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあると考えられるものは公表しない。 

なお、提出された質問・意見に関して、県が必要と判断した場合は、提出者に直接ヒア

リング等を行う場合がある。 

実施方針： 令和４年 10月中旬 

要求水準書（案）： 令和４年 10 月下旬 

ウ 実施方針の説明会 

本事業においては、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、実施方針の説明会

は実施しない。 

エ 実施方針等の変更 

実施方針等の公表後において、提出された質問・意見等を踏まえて、実施方針等の変更

を行うことがある。実施方針等の変更が重要事項に及ぶ場合には、その内容を県のホーム

ページにて公表する。 

オ 入札公告 

県は、入札公告、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書（案）及び事業

契約書（案）等（以下「入札説明書等」という。）を県のホームページにて公表する。 

 

（３）参加者の備えるべき参加資格要件 

ア 入札参加者の構成等 

（ア）参加者の構成 

入札参加者は、本事業に係る設計業務に当たる者（以下「設計企業」という。）、建設

業務に当たる者（以下「建設企業」という。）、工事監理業務に当たる者（以下「工事監理

企業」という。）、移転支援業務に当たる者（以下「移転支援企業」という。）、活用予定地
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事業に当たる者（以下「活用予定地企業」という。）、その他本事業に必要な業務に当た

る者（以下「その他企業」という。）の各企業（以下「構成企業」という。）により構成さ

れるグループ（以下「入札参加グループ」という。）とする。ここで建設企業においては、

建築一式工事に従事する者の参加は必須とするが、その他の専門工事（電気工事、管工

事、解体工事等）に従事する者の参加は任意とする。 

 

（イ）代表企業の選定 

a 入札参加者は、構成企業の中から代表企業を定め、資格審査時に明らかにすること。

なお、代表企業は、建設企業のうち建築一式工事に従事する者で結成される共同企業

体の代表者に限るものとする。 

b 代表企業は、本事業に係る資格審査の申請、入札手続き及び落札者となった場合の契

約協議など県との調整・協議等における窓口役を担うほか、本事業に係る業務のすべ

てについて責任を負うものとする。 

 

（ウ）複数業務の禁止 

構成企業のうち、イ（ア）及び（イ）の要件を満たす者は、複数の業務を実施すること

ができるものとする。ただし、建設企業が工事監理企業を兼ねること又は建設企業の関

連企業が工事監理企業となることはできないものとする。なお、ここでいう関連企業と

は、資本面若しくは人事面において関係のある者として、次に掲げるａ～ｅのいずれか

に該当する者をいう。 

ａ 建設企業の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有している者 

ｂ 建設企業の資本総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 

ｃ 建設企業が、発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有している者 

ｄ 建設企業が、資本総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 

ｅ 工事監理企業において代表権を有する役員が、建設企業の代表権を有する役員を兼

ねている者 

 

（エ）複数提案の禁止 

入札参加グループの構成企業は、他の入札参加グループの構成企業（以下「他の構成

企業」という。）として重複して入札参加することはできない。 

また、入札参加グループの構成企業は、他の入札参加グループの構成企業と資本面も

しくは人事面において次のａからｅのいずれかに該当する者でないこととする。 

ａ 他の構成企業の発行済株式総数の 100 分の 50を超える株式を有している者 

ｂ 他の構成企業の資本総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 

ｃ 他の構成企業が、発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有している者 

ｄ 他の構成企業が、資本総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 

ｅ 代表権を有する役員が、他の構成企業の代表権を有する役員を兼ねている者 

 

（オ）構成企業の変更・追加の禁止 
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参加表明書の提出後は、原則として入札参加グループの構成企業の変更及び追加は認

めないものとする。ただし、県がやむを得ないと認めた場合は、県の承認を条件として

入札参加グループの構成企業（ただし、代表企業を除く）の変更・追加ができるものと

する。 

イ 各業務を行う者の参加資格要件 

（ア）構成企業の共通参加資格要件 

構成企業は、次のいずれにも該当しない者とする。 

a PFI 法第９条に定める欠格事由に該当している者 

b 資格審査申請書類の提出期限の日から落札決定までの期間に、大分県が発注する建設

工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置

要領（昭和 60 年大分県告示第 267 号）に基づき、県から指名停止の措置を受けてい

る者 

c 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者 

d 選定委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面又は人事面において次の（a）

から（e）のいずれかに該当する者 

（a）委員が属する企業の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有している者 

（b）委員が属する企業の資本総額の 100 分の 50を超える出資をしている者 

（C）委員が属する企業が、発行済株式総数の 100分の 50 を超える株式を有している者 

（d）委員が属する企業が、資本総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 

（e）代表権を有する役員が、委員が属する企業の代表権を有する役員を兼ねている者 

e 本事業に関連し、県が委託した下表に示す PFI 関連業務の受託者（以下「PFI 関連業

務受託者」という。）又は PFI 関連業務受託者と資本面又は人事面において次の(a)か

ら(e)のいずれかに該当する者 

 

（a）PFI 関連業務受託者の発行済株式総数の 100分の 50 を超える株式を有している者 

（b）PFI 関連業務受託者の資本総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 

（C）PFI 関連業務受託者が、発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有している者 

（d）PFI 関連業務受託者が、資本総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 

（e）代表権を有する役員が、PFI 関連業務受託者の代表権を有する役員を兼ねている者 

f 次のいずれかに該当する者 

（a）法人でない者 

（b）破産法（平成 16 年法律第 75号）の規定に基づく破産の申立て、会社更生法（平成

14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成

PFI 関連業務名 PFI 関連業務の受託者 

令和３年度 建住委第１号 

明野 PFI 等導入可能性調査委託 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 
（東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地） 

令和４年度 住委第１号 

明野住宅建替事業に係るPFIアドバ

イザリー業務 

日本工営都市空間株式会社 

（名古屋市東区東桜二丁目 17番 14 号） 
西脇法律事務所 

（愛知県名古屋市中区錦 1町目 20番 8号） 
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12 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

（c）役員のうち次のいずれかに該当する者がある法人 

① 成年後見人若しくは被補佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われてい

る者。 

② 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に

取り扱われている者。 

③ 禁固以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む）に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過

しない者。 

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下この条において「暴力団員」という。）又は

暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

⑤ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上

記のいずれかに該当する者。 

（d）暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事業活動を支

配する法人 

（e）その者の親会社等が（b）から（d）までのいずれかに該当する法人。 

 

（イ）構成企業の個別参加資格要件 

入札参加グループの構成企業となる者は、上記（ア）の要件の他にそれぞれ次に掲げ

る資格要件を満たすこと。 

a 設計企業 

設計企業が１社で業務を実施する場合は、次の（a）～（f）の要件をすべて満たすこ

と。複数の設計企業で業務を分担する場合は、統括する設計企業を置くものとし、統

括する設計企業は、次の（a）～（e）の要件を満たし、その他の設計企業は、少なくと

も（a）及び（b）の要件を満たすこと。 

（a）建築士法（昭和 25年法律第 202 号）第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の登

録を受けていること。 

（b）県が発注する建設工事に関する建設コンサルタント業務の入札参加資格の認定を受

けている者であること。 

（c）平成 19 年４月１日以降に工事が完了し引き渡された、次の要件をすべて満たす共

同住宅（ワンルームマンションを除く。以下同じ。）の新築又は改築（※）工事に伴

う実施設計を元請け（共同企業体によるものである場合は、出資比率 30％以上のも

のに限る。）として履行した実績を有すること 

① 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 

② ５階建て以上 

※改築とは、建築物の全てを除却し、引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく

異ならない建築物を建てることをいう。以下同じ 

（d）設計企業と資格審査受付日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用
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関係がある一級建築士である管理技術者（設計業務全体を総括する責任者で、建築

基準法第６条第１項の建築確認申請書第２号様式における代表者となる設計者、又

は同等の責任を有する者をいう。）及び照査技術者（成果物の内容について技術上

の照査を行う者をいう。）を配置できること。なお、管理技術者と照査技術者を同

一の技術者が兼ねることはできない。 

（e）意匠、構造、電気及び機械の各分野における主任技術者を配置すること。ただし、

構造分野の主任技術者は一級建築士の資格を有していること。 

（f）都市計画法第 30条の規定による申請書のうち、同法第 31 条に定める設計図書の作

成の実績を有していること。なお、当該実績は、面積１ha 以上の開発行為に係るも

のに限る。 

 

b 建設企業 

（a）建設企業のうち建築一式工事に従事する者 

建設企業のうち建築一式工事に従事する者は、２者又は３者で⑥の要件を満たす建

設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）を結成し、構成員のうち少なくとも

１者が次の①から⑤の要件を満たし、その他の者は、次の①と②の要件を満たしてい

ること。 

① 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号、以下同じ。）第３条第１項の規定により、

建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

② 大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格

審査の時期（昭和 39 年６月 19日大分県告示第 481 号、以下同じ。）等に関する

告示により、建設工事競争入札参加資格の建築一式工事に係る認定を受け、か

つ、Ａ等級に格付けされた者であること。 

③ 建築一式工事について、建設業法第 27 条の 23 の規定による経営事項審査の結

果の総合評定値が、1,050 点以上であること。 

④ 平成 19 年４月１日以降に工事が完了し引き渡された、次の要件をすべて満たす

共同住宅（ワンルームマンションを除く。以下同じ。）の新築又は改築（※）工

事を元請け（共同企業体によるものである場合は、出資比率 30％以上のものに

限る。）として履行した実績を有すること。 

・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 

・５階建て以上 

⑤ 建設企業と資格審査受付日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒常的な

雇用関係にあり、次の要件をすべて満たす建設業法 26 条第２項の規定による監

理技術者を専任で配置できること。 

・一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者又は建設業法第

15 条第２号ハの規定による認定を受けたものであること。 

・上記④を満たす共同住宅の新築又は改築工事の施工管理の実績を有している

こと。なお、当該実績は平成 19年４月１日以降に工事が完了し引き渡された

ものに限る。 
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・建設業法第 27 条の 18 第１項の規定による建設工事業に係る監理技術者資格

者証を有していること。 

・本業務の工事着手日において、他の工事に従事していないことが確認できる

者であること。 

⑥ 共同企業体の結成にあたっては、次の要件をすべて満たしていること。 

・共同企業体の構成員数は２者又は３者であること。 

・共同企業体の代表者は、出資比率が構成員中最大である者であって単独の企

業であること。 

・共同企業体の形態は、共同施工方式（甲型）とし、１構成員当たりの出資比

率は、構成員数が２者の場合は 30 パーセント以上、３者の場合は 20 パーセ

ント以上であること。 

 

（b）建設企業のうち電気工事に従事する者（電気工事業を構成企業に含める場合）は、

次の要件をすべて満たしていること。 

① 建設業法第３条第１項の規定により、電気工事業に係る特定建設業の許可を受

けた者であること。 

② 大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格

審査の時期等に関する告示により、建設工事競争入札参加資格の電気工事に係

る認定を受け、かつ、Ａ等級に格付けされた者であること。 

 

（c）建設企業のうち管工事に従事する者（管工事業を構成企業に含める場合）は、次の

要件をすべて満たしていること。 

① 建設業法第３条第１項の規定により、管工事業に係る特定建設業の許可を受け

た者であること。 

② 大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格

審査の時期等に関する告示により、建設工事競争入札参加資格の管工事に係る

認定を受け、かつ、Ａ等級に格付けされた者であること。 

 

（d）建設企業のうち解体工事に従事する者（解体工事業を構成企業に含める場合）は、

次の要件をすべて満たしていること。 

① 建設業法第３条第１項の規定により、解体工事業に係る特定建設業の許可を受

けた者であること。 

② 大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格

審査の時期等に関する告示により、建設工事競争入札参加資格の認定を受けて

いる者であること。 

 

（e）建設企業のうち上記(a)から(d)以外の建設工事（建設業法第２条第１項に規定する

工事）に従事する者（上記(a)から(d)以外の建設工事業を構成企業に含める場合）
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は、次の要件をすべて満たしていること。 

① 建設業法第３条第１項の規定により、当該建設工事の種類に応じて必要な特定

建設業の許可を受けた者であること。 

② 大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格

審査の時期等に関する告示により、建設工事競争入札参加資格の認定を受けて

いる者であること。 

 

c 工事監理企業 

工事監理企業は、１社で業務を実施する場合は、次の(a)～(d)の要件をすべて満た

すこと。複数の工事監理企業で業務を分担する場合も、すべての工事監理企業が次の

要件を満たすこと。 

（a）建築士法（昭和 25年法律第 202 号）第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の登

録を受けていること。 

（b）県が発注する建設工事に関する建設コンサルタント等業務の入札参加資格の認定を

受けている者であること。 

（c）平成 19 年４月１日以降に工事が完了し引き渡された、次の要件をすべて満たす共

同住宅（ワンルームマンションを除く。以下同じ。）の新築又は改築工事に伴う工

事監理の実績を有すること 

① 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 

② ５階建て以上 

（d）工事監理企業と資格審査受付日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒常的な

雇用関係がある一級建築士である工事監理者（建築基準法第２条第１項第 11 号の

規定による工事監理者をいう。）を配置できること。 

 

d 移転支援企業 

移転支援企業は、次の要件をすべて満たすこと。 

（a）大分県税（法人事業税及び法人県民税）、消費税及び地方消費税を完納しているこ

と。 

（b）宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）の規定による宅地建物取引業の免許

を有すること。複数の移転支援企業で業務を分割する場合は、すべての移転支援企

業が当該免許を有すること。 

（c）提案内容により、業務に関し法令上許認可等が必要とされる場合は、当該許認可等

を受けていること。 

 

e 活用予定地企業 

活用予定地企業は、１社で業務を実施する場合は、次の（a）及び（b）の要件を満た

すこと。複数の活用予定地企業で業務を分担する場合は、すべての活用予定地企業が

業務の分担に応じて当該要件を満たしていること。 

（a）大分県税（法人事業税及び法人県民税）、消費税及び地方消費税を完納しているこ
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と。 

（b）提案内容により、業務に関し法令上許認可等が必要とされる場合は、当該許認可等

を受けていること。 

 

f その他企業 

その他企業は、次の要件を満たすこと。 

大分県税（法人事業税及び法人県民税）、消費税及び地方消費税を完納していること。 

ウ 県の入札参加資格を有しない者の参加 

イ（イ）において、県の入札参加資格認定が必要である業務にあたる者は、本事業の参

加資格審査の受付までに、県の入札参加資格認定を受けること。 

なお、競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の時期については、県のホーム

ページにて確認すること。（令和５年１月掲載予定） 

エ 参加資格の確認基準日 

参加資格の確認基準日は、資格審査申請書類の受付日とする。 

オ 参加資格の喪失 

（ア）参加資格の確認基準日の翌日から開札日までの間に、構成企業が入札参加資格を欠く

に至った場合には、原則として当該入札参加者は失格とする。ただし、県がやむを得

ないと認め、県の承認を条件として入札参加資格を欠く構成企業（ただし、代表企業

を除く）を変更する場合は、この限りではない。 

 

（イ）落札者決定日の翌日から事業契約の締結日までの間に、落札者の構成企業が入札参加

資格要件を欠くに至った場合には、県は仮契約を締結せず、又は仮契約の解除を行う

ことがある。この場合において、県は落札者に対して一切の費用負担を負わないもの

とする。ただし、県がやむを得ないと認め、県の承認を条件として入札参加資格を欠

く構成企業（ただし、代表企業を除く）の変更ができるものとし、県は変更後の落札

者と仮契約を締結できるものとする。 

 

 

（４）特別目的会社（SPC）の設立 

ア SPC の設立について 

落札者は自らの判断により SPC を設立することができるものとする。SPC を設立する場

合には、県は、落札者と契約内容の明確化のための協議を行い、当該協議の内容に基づき、

SPC と事業契約を締結する。 

なお SPC は、事業契約の仮契約の締結までに設立することを要する。 
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イ SPC の設立条件 

SPC を設立する場合には、以下の条件に適合するものとする。 

（ア）SPC は県内に設立するものとする。 

（イ）入札参加者の構成企業による SPCに対する出資比率の合計は、全体の 50％を超えるも

のとする。 

（ウ）代表企業（建築一式工事に従事する者）の出資は必須とし、構成企業として参加する

場合の電気及び管工事に従事する者も出資すること。また、代表企業の出資比率は、

出資者のうち最大となることとする。 

（エ）すべての出資者は、事業契約が終了するまで SPC の株式を保有するものとし、県の事

前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保等の設定その他一切の処分を行っ

てはならない。 

 

（５）提出書類の取り扱い 

ア 著作権 

本事業に関する提出書類の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、落札者決定の公

表時及び県が必要と認めるときには、県は提案書の全部又は一部を使用できるものとする。 

また、契約に至らなかった事業提案については、本事業の審査に関する公表以外には使

用しないものとし、提出書類は返却しないものとする。 

イ 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて

保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、システム、アプリケー

ションソフトウェア等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。 

ただし、県が、工事材料、施工方法等で指定した場合で、設計図書等に特許権等の対象

である旨が明示されておらず、入札参加者が特許権等の対象であることを過失なくして知

らなかった場合には、県が費用を負担する。 

 

（６）事業契約の手続き 

落札者決定後、県と落札者は事業契約の締結に先立ち、速やかに本事業に関する基本協

定を締結するものとし、基本協定の締結後、事業契約書の確認及び文言の明確化を行い、

事業契約（仮契約）を締結する。 
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３ 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

 

（１）県と選定事業者のリスク分担 

ア 責任分担の基本的考え方 

本事業における責任分担の基本的な考え方は、県と選定事業者が適正にリスクを分担す

ることにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、選定事業者が担

当する業務については、選定事業者が責任をもって遂行し、業務に伴い発生するリスクに

ついては、原則として選定事業者が負うものとする。ただし、県が責任を負うべき合理的

な理由がある事項については、県が責任を負うものとする。 

 

イ 予想されるリスクと責任分担 

県と選定事業者の責任分担は、原則として「リスク分担表（案）」（別紙１）に定めるも

のとし、具体的な内容については、実施方針に対する意見等の結果を踏まえて入札公告時

に明らかにする。 

 

（２）業務の要求水準 

本事業における各業務の要求性能及びサービス水準については、要求水準書(案)におい

て提示し、意見等の結果を踏まえて、入札公告時に明らかにする。 

 

（３）選定事業者の責任の履行に関する事項 

選定事業者は、事業契約に従い、誠意をもって責任を履行するものとする。なお、事業

契約の締結に当たっては、当該契約の確実な履行を確保するために、契約保証金の納付等

の方法により事業契約の保証を行う。 

 

（４）県による事業の実施状況、サービス水準の監視（モニタリング） 

県は、選定事業者が事業契約等で規定された業務を確実に遂行し、要求水準書に規定した

要求水準の達成状況の確認及び選定事業者の財務状況の把握等を目的にモニタリングを実施

する。なお、県のモニタリングは、選定事業者のセルフモニタリングの後に実施するものと

する。 

ア モニタリングの実施時期等 

モニタリングの実施時期及び内容は、概ね次のとおりとする。ただし、県が別途モニタ

リングが必要と判断した場合は、改めて通知するものとする。 

（ア）総合業務計画書 

選定事業者は、事業の着手時に、業務全体に関する業務概要、業務項目、実施方針、業

務工程、照査計画、実施体制等を記載した総合業務計画書を作成し、県に提出する。 

県は、提出された総合業務計画書が要求水準書等に適合していることを確認するもの
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する。 

（イ）各業務の実施段階 

１（１）カに示す各業務におけるモニタリングの実施時期等の詳細については、要求

水準書及び事業契約書において定めるものとする。 

 

イ モニタリングに係る費用負担 

県が実施するモニタリングに係る費用のうち、県に生じる費用は県の負担とし、その他

の費用は選定事業者の負担とする。 

 

ウ モニタリングの結果の活用 

モニタリングの結果、選定事業者の実施する業務が県の要求水準を満たしていないと判

明した場合は、県は選定事業者に業務内容の速やかな改善を求めると共に、業務の未達成

の度合いに応じて支払額の減額等を行う場合がある。選定事業者は県の改善要求に対し、

自らの費用負担により、改善措置を講ずるものとする。 

なお、詳細なモニタリングの方法及び内容等については、入札公告時に明らかにする。 

 

（５）事業期間中の事業者と県の関わり 

本事業は選定事業者の責において遂行される。また、県は前項のとおり、事業実施状況に

ついて確認を行う。 

原則として県は代表企業に対して連絡等を行うが、必要に応じて業務担当企業と直接、連

絡調整を行う場合がある。 

 

（６）事業終了後の措置 

事業期間が終了する以前に、事業の継続が困難となり、事業を終了する場合は、事業契約

書に定める具体的な措置に従うものとする。 



21 

４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 

（１）業務対象敷地及び既存住宅概要 

 

名称 A 区画 B 区画 C 区画 D 区画 

住所 
大分市明野西 

２丁目 

大分市明野西 

１丁目 

大分市明野西 

１丁目 

大分市明野北 

２丁目 

敷地面積 9,120.13 ㎡(※) 13,963.04 ㎡(※) 12,093.64 ㎡(※) 5,415.15 ㎡(※) 

既
存
住
宅
概
要 

建設 

年度 
昭和 44 年 昭和 41～42 年 昭和 43 年 昭和 45 年 

構造・

規模 
ＲＣ造５階建：３棟 ＲＣ造４階建：５棟 

ＲＣ造４階建：１棟 

ＲＣ造５階建：４棟 
ＲＣ造５階建：３棟 

管理 

戸数 
120 戸 151 戸 174 戸 120 戸 

都市計画区域 都市計画区域 

区域区分 市街化区域 

用途地域 第１種中高層住居専用地域（建ぺい率：60％／容積率：200％） 

立地適正化計画 居住推奨区域 

その他規制 宅地造成規制区域 

日影規制 

冬至日の８～16 時、地盤面から高さ 4.0ｍの測定面において 

（ただし、第１種低層住居専用地域に対する日影に対しては、地盤面から高

さ 1.5ｍの測定面において） 

5.0ｍを越え 10.0ｍ以下の範囲：4.0 時間  

10.0ｍを越える範囲：2.5 時間  

その他 

○建築計画に係る関係法令の協議 

建築計画にあたっては、都市計画法、建築基準法及び消防法等の関係法令に

ついて、大分市をはじめとする関係機関と十分に協議すること。 

○建築基準法において特に注意すべき事項 

本団地は建設当初より、建築基準法第 86 条第１項による一団地認定を取得し

ており、本事業の建替住棟や活用予定地の整備に伴い、同法第 86 条第２項に

よる連担建築物設計制度による新たな認定手続きが必要と見込んでいる。 

※敷地面積は、Ａ及びＢ区画については公簿面積、Ｃ及びＤ区画については実測面積であり、公

募及び実測面積ともに法面を含む。 
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（２）建替住宅等の概要 

ア 建替住宅の構成と土地の利用 

建替住宅の構成は以下のとおり、想定する。 

なお、建替住宅は、A区画、B区画、C-1 区画又は D区画もしくは各区画の組み合わせに

おける区画に整備を行うものとする。 

 ※住戸専用面積の算出方法は壁芯で計算するものとし、公営住宅法の床面積の算定方法による

ものとする。なお、バルコニー部分及び廊下に面する PS 及び MB の面積は含まないものとす

る。 

イ 工区区分、棟数等 

建替住棟等の工区分け（各工区で整備する棟数及び戸数の設定を含む。）は、入居者への

負担を軽減し円滑な移転に配慮すること等に留意し、事業者からの提案によるものとする。 

なお、各工区・各住棟においても、アに示す整備戸数を参考とし、可能な限り多様な世

代間交流が図られる計画とすること。 

ウ 付帯施設 

付帯施設は以下の施設を予定しており、要求水準書において明らかにする。 

（ア）駐車場 

（イ）駐輪場 

（ウ）ごみ置場・児童遊園 

  （エ）集会所 

 

（３）土地の使用に関する事項 

本事業の対象の土地は県所有の行政財産であり、建替住宅整備業務及び入居者移転支援業

務の実施に必要な範囲において、PFI 法第 71 条第２項の規定により、選定事業者に無償で貸

住戸タイプ 住戸専用面積 戸数割合 

1DK タイプ 40 ㎡程度 
22％ 

（20～24％） 

1LDK 又は 2DK タイプ 50～55 ㎡程度 
40％ 

（38～42％） 

2LDK 又は 3DK タイプ 60～70 ㎡程度 
36％ 

（34～38％） 

2DK・2LDK タイプ 

（車いす対応） 
55 ㎡以上 2％程度 

  300 戸 
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し付ける。 

また、活用予定地事業の実施にあたっては、県は活用予定地を普通財産に変更し、取得対

価と引き換えに、活用予定地企業に所有権移転を行う。 

 

（４）活用予定地事業の要件 

ア 趣旨 

活用予定地の有効活用、安全・安心な住環境の提供、地域コミュニティの維持・活性化

等を図る観点から、事業者自らの提案による民間収益施設を計画すること。 

イ 提案に係る主な要件 

（ア）立地要件 

活用予定地事業は、D区画における実施を必須とし、A区画、B区画又は C-1 区画もし

くはそれぞれの区画の組み合わせにおける事業実施の提案も可とする。なお、C-2 区画及

び C-3 区画については、県が本事業とは別に利活用を検討するため、当該区画への提案

は認めないこととする。 

また、土地の活用方法として、D 区画は土地の貸付又は譲渡どちらの提案も可とする

が、A区画、B区画及び C-1 区画については、土地の譲渡に関する提案は認めないことと

する。 

 

（イ）事業条件 

活用予定地事業は事業者の独立採算とし、選定事業者は、活用予定地事業において発

生すると想定されるリスクを PFI 事業から分離することとし、活用予定地事業に起因す

るリスクを自らの責任において負担すること。 

なお、貸付又は譲渡の相手方は構成企業又は SPC いずれでも可とする。 

 

（ウ）用途条件 

県は、地域ぐるみで子育てしやすい環境を提供することで“子育て満足度日本一”の

実現を目指している。また、子どもからお年寄りまで、安全・安心な住環境の提供によ

り居住の安定を図り、公営住宅が地域コミュニティの維持・活性化の拠点施設としての

役割を果たすこと目指していることから、これらに配慮した事業とすること。また、風

営法等により許可・届出が必要な施設等、周辺の景観や住環境に影響を与える可能性が

あり、本事業の趣旨、目的に沿わない提案は不可とする。 
 

期待する機能 

・保育所等（子育て支援施設を含む）※ 

・高齢者福祉施設等（サービス付き高齢者向け住宅等の高齢

者住宅、高齢者支援施設、社会福祉施設を含む） 

自由提案機能 
・生活利便施設 

・共同住宅                  等 

※ 保育所等とは、公営住宅整備事業等補助要領第 3 第 2 項による「保育所又は老人福

祉法に定める施設若しくは同法に定める事業の用に供する施設その他の高齢者の生活支
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援に資する施設」をいう。 

５ 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

 

（１）基本的な考え方 

事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合、県と選定事業者は誠意をもって

協議するものとし、一定期間内に協議が調わない場合は、事業契約に規定する具体的措置に

従うものとする。 

 

（２）管轄裁判所の指定 

事業契約に関する紛争については、大分地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
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６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

 

（１）選定事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

選定事業者の経営破綻又はその懸念が生じた場合等により、事業の継続が困難となった場

合、県は、事業契約書の定めに従い、選定事業者との事業契約を解除することができるもの

とする。 

選定事業者による本事業の実施状況が要求水準書及び選定事業者からの提案内容の水準を

下回る場合、県は選定事業者に対し是正を通告する。是正通告後、一定の期間が経過したに

もかかわらず、是正が認められない場合、サービス提供に重大な事態等が懸念される場合又

は選定事業者の事業遂行能力の修復が不可能と判断される場合には、県は事業契約書の定め

に従い、選定事業者との事業契約を解除することができるものとする。 

この場合、選定事業者は、県に生じさせた合理的損害を賠償するものとする。 

 

（２）県の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

県の責めに帰すべき事由により債務不履行が生じた場合、選定事業者は事業契約書の定め

に従い、県との事業契約を解除することができるものとする。 

この場合、県は、事業者に生じさせた合理的損害を賠償するものとする。 

 

（３）その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

事業契約に規定する事由ごとに、責任の所在による改善等の対応方法に従う。 
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７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

 

（１）法制上及び税制上の措置 

県は、本事業に関する法制上及び税制上の措置は想定していない。 

 

（２）財政上及び金融上の支援 

県は、本事業に関する財政上及び金融上の措置は想定していない。 

 

（３）その他の支援に関する事項 

ア 県は、選定事業者が事業実施に必要な許認可等を取得する場合、可能な範囲で必要な協

力を行うものとする。 

イ 法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、県と選定事業者で

協議を行う。 
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８ その他特定事業の実施に関し必要な事項 
 

（１）議会の議決 

債務負担行為の設定に関する議案を令和４年 12月に議会に提出する予定である。 

 

（２）情報公開及び情報提供 

本事業に関する情報提供は、県のホームページ等を通じて適宜行う。 

 

（３）応募に伴う費用負担 

応募に伴う費用は、すべて入札参加者の負担とする。 

 

（４）本事業に関する県の担当部署 

大分県土木建築部公営住宅室 住宅整備班 

〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 

TEL:097-506-4675 

FAX:097-506-1779 

E-mail: a18510＠pref.oita.lg.jp 
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別紙１ リスク分担表（案） 
本リスク分担表（案）は、各項目に示すリスクの分担についての基本的な考え方を示すもの

である。詳細については、事業契約書（案）で明らかにする。なお、事業契約書（案）と重複す

る箇所については事業契約書（案）の規定が優先する。 

○：主分担 △：従分担 

  

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

県 事業者 

共
通 

募集書類リスク 入札説明書等の誤り及び内容の変更に関するもの ○ － 

応募リスク 応募費用に関するもの － ○ 

資金調達リスク 本事業の実施に必要な資金の確保（事業者負担分） － ○ 

契約リスク 

議会の議決を得られないことによる契約締結の遅延・中止 ※１ ※１ 

上記以外の県の責めに帰すべき事由による契約締結の遅

延・中止 
○ － 

事業者の責めに帰すべき事由による契約締結の遅延・中止 － ○ 

制
度
関
連
リ
ス
ク 

政策変更 

リスク 
本事業に直接影響を及ぼす県の政策の変更に関するもの ○ － 

法令変更 

リスク 

本事業に直接関連する法令の変更、新たな規制立法の成

立 
○ － 

上記以外の法令の変更 － ○ 

税制変更 

リスク 

消費税の範囲及び税率の変更に関するもの ○ － 

事業に直接的影響を及ぼす税制の新設及び変更に関する

もの 
○ － 

上記以外の税制の変更 － ○ 

許認可リスク 

業務の実施に関して事業者が取得するべき許認可の取得

が遅延又は取得できなかった場合 
－ ○ 

県の事由による許認可の遅延に関するもの ○ － 

社
会
リ
ス
ク 

住民対応 

リスク 

本事業自体に関する近隣住民の反対運動、訴訟、要望など

への対応 
○ － 

建替住宅等に関する調査・設計、工事、活用予定地及び入

居者移転支援に関わる近隣住民の反対運動、訴訟、要望、

苦情などへの対応 

－ ○ 

環境リスク 

事業者が行う業務に起因する環境問題（騒音、振動、地盤

沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚濁、臭気、電波障

害、風害等）に関する対応 

－ ○ 

第三者賠償 

リスク 

事業者の責めに帰すべき事由により第三者に与えた損害の

賠償 
－ ○ 

県の責めに帰すべき事由により第三者に与えた損害の賠償 ○ － 

債務不履行リスク 

事業者の責めに帰すべき事由による事業の中止・延期・遅

延 
－ ○ 

県の責めに帰すべき事由による事業の中止・延期・遅延 ○ － 

不可抗力リスク 

県及び事業者のいずれの責めにも帰すことができず、また

計画段階において想定し得ない自然災害（暴風、豪雨、洪

水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷など）、疫病又は戦争、

暴動その他の人為的な事象による施設の損害によるもの 

○ △ 
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リスクの種類 リスクの内容 

負担者 

県 事業者 

共
通 

物価変動リスク 物価変動によるコストの変動 
△ 

※２ 

○ 

※２ 

事業終了時手続き 

リスク 

事業場所の施設撤去・原状回復等の施設の移管手続きに伴

う諸費用の発生・増加に伴うリスク 
－ ○ 

設
計
・
建
設
・
解
体 

発注者責任リスク 

県の指示の不備、変更による契約内容の変更 ○ － 

事業者の指示、判断の不備、変更による契約内容の変更 － ○ 

用
地
リ
ス
ク 

用地確保 

リスク 

事業用地の確保に関するもの ○ － 

事業用地以外で事業に必要な進入路や資材置場等の確保に

関するもの 
－ ○ 

用地瑕疵 

リスク 

県が事前に把握し、公表した文化財調査又は土壌汚染調査

資料により、予見できることに関するもの 
－ ○ 

上記資料により、予見できない文化財、土壌汚染に関するも

の 
○ － 

上記以外の地質障害、地中障害物その他の予見できないこと

に関するもの 
○ － 

測量・調査 

リスク 

県が実施した測量・調査に関するもの ○ － 

事業者が実施した測量、調査に関するもの － ○ 

地中障害物及び埋蔵文化財の発見等により、新たに必要とな

った測量・調査に関するもの（ただし、譲渡後の活用予定地に

関するものを除く） 

○ － 

設計変更リスク 

県の提示条件・指示の不備、要望による設計・施工条件の変

更によるもの 
○ － 

事業者の提案内容、判断の不備若しくは、事業者による開発

の影響によるもの 
－ 

○ 

※３ 

工期変更・遅延 

リスク 

県の責めに帰すべき事由により、契約期日までに工事又は手

続きが完了しない場合に関するもの 
○ － 

事業者の責めに帰すべき事由により、契約期日までに工事又

は手続きが完了しない場合に関するもの 
－ ○ 

工事費増大リスク 

県の責めに帰すべき事由による工事費の増大 ○ － 

事業者の責めに帰すべき事由による工事費の増大 － ○ 

要求性能未達 

リスク 

施設完成後の検査で要求性能に不適合の部分、施工不良部

分が発見された場合に関するもの 
－ ○ 

工事監理リスク 
工事監理の不備により工事内容、工期等に不具合が生じた場

合に関するもの 
－ ○ 

施設損傷リスク 引渡し前に工事目的物等に生じた損傷 － ○ 

施設瑕疵リスク 
施設の瑕疵が発見された場合及び瑕疵により施設の損傷等

が発生した場合 
－ 

○ 

※４ 
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※１ 議会の議決が得られないことにより契約締結が遅延・中止した場合、それまでに要した県

及び選定事業者の費用は、それぞれの負担とする。 

※２ 物価変動に一定程度の下降又は上昇があった場合には、一定調整する。 

※３ 県の提示資料等と現地に相違がある場合には、事業者は、県に相違内容を通知し、必要な

協議を行った上で、原則として現地の状況に応じて施工するものとする。 

※４ 施設の瑕疵及び瑕疵による損害について、事業契約書に定める期間内に明らかになったも

のついては、事業者の責任と費用負担で補修又は損害の賠償をするものとする。 

※５ 活用予定地の取得対価は、事業者が入札時に提案した取得価格について、活用予定地の取

得時点での路線価等に基づき補正する。詳細は、事業契約書において提示する。 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

県 事業者 

入
居
者
移
転
支
援 

入居者の要望、苦情 

リスク 

事業者の業務に関するもの － ○ 

上記以外のもの ○ － 

個人情報管理リスク 

事業者の管理する個人情報に関するもの － ○ 

上記以外のもの ○ － 

要求性能未達リスク 
事業者が行う入居者移転支援業務が要求水準に達して

いない場合 
－ ○ 

期間変更リスク 

入居者の事由による業務期間の変更、事業終了の遅延 ○ △ 

県の指示及び県の責めに帰すべき事由による業務期間

の変更、事業終了の遅延 
○ － 

事業者の事由による業務期間の変更、事業終了の遅延 － ○ 

費用増大リスク 

入居者の事由による入居者移転支援業務に要する費用

の増大 
○ － 

県の指示及び県の責めに帰すべき事由による入居者移

転支援業務に要する費用の増大 
○ － 

事業者の事由による入居者移転支援業務に要する費用

の増大 
－ ○ 

活
用
予
定
地
事
業 

価格変動リスク 活用予定地の価格変動に関するもの 
○ 

※５ 

○ 

※５ 

支払遅延・不能リスク 活用予定地の取得費用の支払遅延・不能に関するもの － ○ 

用地瑕疵リスク 
土壌汚染、地中障害物などによる計画変更及び工期延

長、追加費用等 

○ 

※３ 

○ 

※３ 

活用予定地事業 

リスク 
活用予定地事業の提案及び事業実施に関するもの － ○ 
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別紙２ 位置図及び付近見取図 
 

 
出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#15) 

※朱書き部分等は大分県追記 
位置図 

出典：おおいたマップ（https://www2.wagmap.jp/oitacity/Portal） 
※朱書き部分等は大分県追記 

付近見取図  

県営明野住宅 

対象地区 
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様式１ 実施方針に関する質問・意見書 
令和  年  月  日 

大分県知事 広瀬 勝貞 宛 

 
実施方針に関する質問・意見書 

 
 「県営明野住宅建替事業」に関する実施方針について、次のとおり質問がありますので提出し

ます。 

 

提出者 

会 社 名  

所 在 地  

部 署 名  

担当者名  

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  

E - m a i l  

 

№ 
質問・意

見の別 

資料 

名等 
頁 

大 

項目 

中 

項目 

小 

項目 
項目 項目名 質問の内容 

1 
質問 

意見 
     

 
  

2 
質問 

意見 
     

 
  

… 
質問 

意見 
     

 
  

 
質問 

意見 
     

 
  

(例

) 

質問 

意見 
実施方針 １ １ (１) ア （ア） 事業名称  

※ １項目１行で記入してください（行の高さは変更可）。 

※ この様式は、県のホームページからファイルをダウンロードし、ファイル形式のまま提出し

てください（Microsoft 社製 Word（Windows 版））。 


